
目黒川安全航行啓発活動の実施について 

桜の時期の目黒川において、より多くの人が目黒川を安全かつ快適に利用できるよ

うに、他の船や周辺環境に配慮したマナー航行を呼びかける「目黒川安全航行啓発活

動」を以下のとおり実施する。 

１．実施日時 

・ 令和 3年 3月 27 日(土)、3 月 28 日(日) 

２．実施主体 

・ 目黒川航行マナー向上委員会（事務局:品川区） 

３．実施内容 

・ 区内の目黒川全域を区が河川占用し、船舶の航行を制限 

・ 啓発活動期間中に目黒川を航行する方は、事前に事務局に申請し、「目黒川航行

マナーガイドマップ（別紙１）」を確認のうえ、専用旗やステッカー等を掲示し

て航行 

・ 目黒川に架かる橋等に、航行マナーを啓発する横断幕や危険箇所を表すサインを

設置 

・ 河口部では警戒船等により、未申請の船舶への航行マナーの啓発を実施 

４．周知方法 

区ホームページに案内を掲載するとともに、舟運関係事業者団体等を通じてチラシ

（別紙２）を配布する。 

＜警戒船による航行マナー啓発＞ ＜専用旗またはステッカー＞ 

建 設 委 員 会 資 料 

令 和 3 年 2 月 2 4 日 

防災まちづくり部河川下水道課 

＜航行マナーを啓発する横断幕＞ 
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